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練馬区の概要

人口約74万人
（令和４年１月1日現在）

面積48.08㎢

緑被率・農地面積
23区の中で1位

戸建ての多い
住宅都市
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練馬区公式キャラクター ねり丸



練馬区福祉のまちづくり推進条例について（概要）

❑区条例は、バリアフリー法の「委任条例」と、地方自治法に基づく「自主条例」の性格
を合わせ持つ総合型条例です。

❑区条例は、建築物バリアフリー条例（都条例）、東京都福祉のまちづくり条例、練馬区
福祉のまちづくり整備要綱の 規定を整理し、「一本化」したものです。

❑区条例は、バリアフリー法に対し対象の拡大、基準の付加を行っています。
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について（策定経緯）

平成１9年 6月 検討開始

平成20年 5月

10月

区民懇談会から検討委員会に「提案」

検討委員会から「基本的考え方」につい
て区長へ報告

平成21年 5月

8月

11月

「区の基本的考え方」

「骨子案」

「素案」 をそれぞれ公表

平成22年 3月

10月

条例公布

条例施行
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について（条例の特徴）

①実効性の担保
・事前協議制により設計段階から整備の原則および整備基準を取り入れる
・完了検査を義務付け、実効性を高める

②地域性への対応
・対象規模の引き下げや建築物移動等円滑化基準の付加

③区民の意見聴取
・バリアフリー整備について区民から意見を聞くことを条例に位置づけ

④既存建築物への取組み
・バリアフリー整備基準への適合に努める
・事業者および区民等による福祉のまちづくり推進に対する支援
（練馬区福祉のまちづくり整備助成事業）
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ①実効性の担保）

【協議の内容】

・ 移動等円滑化基準に掲げる項目の他、
洗面所、屋上・バルコニー、緊急時の設
備、手すり等、多数が利用する部分等に
関する整備

整備基準への適合

・ すべての人がより安全かつ円滑に
利用できるようするための指針

・ ユニバーサルデザインの考えを基に、
施設の利用状況に応じた工夫や配慮等
について例示したもの

配慮指針への適合
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実行性の担保のための手続きの流れ



練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ①実効性の担保）
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【安全かつ円滑な利用と普及啓発に役立てる仕組み】

完了検査後に、
整備の適合状況
を★の数で表し
たものを建主に
対して交付して
います。

建主の同意をいた
だけた場合には、
この適合状況や配
慮状況を整備状況
表にまとめて、練
馬区ホームページ
で公表しています。

R2年度交付件数：137件 R2年度公表件数：34件
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ①実効性の担保）

整備基準等をわかりやすく解説した
もの。
コラムでは理解促進につながるよう
な整備等について紹介。

（例）エレベーター整備における聴覚
障害者対応の事例

【協議等でのマニュアルの活用】



施設整備マニュアルは、
ホームページでご覧
いただけます。

【掲載場所】
練馬区役所トップページ
- 事業者向け - 事業者向

け情報 - 土木・建築関係 -
建築指導など（建築課・建築
審査課）- バリアフリーに関
する手続き等について
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ①実効性の担保）

設計標準を参考
にした解説等も

掲載。



対象となる規模の引き下げ ※数字は委任条例の対象規模。 ■太字は区が対象拡大
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ②地域性への対応）
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ②地域性への対応）

廊下等 安全に歩行するために必要な高さ、空間を確保

便所 段差を設けない

１以上の大便器を腰掛便座とし、便房に手すり
を設置する

立って着替えのできる設備を設置する

ベッドその他の着替えのできる設備を設置する

敷地内通路 安全に歩行するために必要な高さ・空間を確保
する

駐車場 車いす使用者用駐車場の床面は水平かつ平坦

移動等円滑化
経路等

エレベーターのかご等の出入口にガラス窓を設
置する

敷地内通路に排水溝、集水ますを設けない

建築物移動等円滑化基準の上乗せ



高齢者や車椅子使用者、視覚障害者、聴覚障害者、子育て層等多様なニーズのある方
などからの意見を聴き、区立施設の施設設計に反映する仕組み。

・ ２０００㎡以上の建築物の新築、増築、改築
・ ２５００㎡以上の公園の新設

【実績 （平成20年度～令和２年度）】

建築物：23か所 公園・緑地：13か所
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ③区民の意見聴取）

福祉のまちづくり推進条例 第２２条

区立施設を建築する際には、整備基準および配慮指針に基づく整備に関して、区民の
意見を聴取し、施設設計に反映するように努める。

条例における位置づけ

区民意見聴取事業概要
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ③区民の意見聴取）

意見聴取事業実施の流れ

意見聴取
・対象施設や類似施設の
見学・話し合い

意見を集約し設計に反映させる
・意見の内容を整理
・設計へどう反映できるか検討

完成後の検証
・対象施設の見学・確認、話し合い

検証結果のまとめ
・反映した結果への評価
（よかったこと、不足していること）
・完成後はじめて気づいたこと
・関係部署への報告

施設整備

【参加者】
・福祉のまちづくりサポーター等
・区の関係部署、設計者等

【参加者】
・意見聴取に参加した区民
・区の関係部署、設計者等

次の整備への反映



・参加していただく当事者の属性

（障害、性別等）が偏らないようにする。

・特定個人の意見に偏らないようにする。

・設計や工事の担当者への過大な負担を避ける。

・参加していただく当事者の人選

・所管課や設計担当課へ趣旨が伝わりづらい

場合がある。

・（設計者）予算や所管課要望等がある中で、

できることが限られてしまう。

実施の際に気を付けていること 実施の際に苦労していること

・モニターは１施設あたり５～６名程度

・現場もしくは類似施設の見学を基本とし、適宜アンケートや立体模型等を利用

・施設見学等には、当事者にスタッフが１人ついてヒアリング

実施の際の手法
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ③区民の意見聴取）

意見聴取事業実施方法および留意点等



区民意見聴取事業の事例紹介①－１

実施年度 意見聴取：平成23年度、 検証：平成29年度
概 要 施設の老朽化や新たな教育需要等への対応に伴い、校舎の改築を実施
参 加 者 視覚障害者、聴覚障害者、電動車椅子使用者、杖歩行者、情緒障害児の保護者
実施方法 類似施設で現場確認、ヒアリング

豊玉第二中学校

段差をなく
してほしい。

トイレの男女
の区別がすぐ
わかるとよい。

迷う心配が
ないように
してほしい。

位置が確認で
きるようにし
てほしい。

サインは突き
出しがよい。

などなど・・・・

エレベーターや車椅子使用者
トイレ等の基本的なバリアフ
リー設備に加え、きめ細やか
な配慮が取り入れられた。

教室の中の
様子が視覚
的にわかる
とよい。

特別教室でも
車椅子で円滑
に移動したい。
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ③区民の意見聴取）



段差２ｃｍ以下で車椅子で通りやすく、
視覚障害者に分かりやすい。縁のコン
トラストで視認性を確保するとともに、
下足と上履きで床材を変え、足ざわり
で位置の確認ができる。

扉や壁の一部がすりガラス
になっており、廊下から中の
様子が確認できる。
特別教室内の通路幅を90

㎝以上確保し、高さの調整が
できる机を取り入れた。
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区民意見聴取事業の事例紹介①－2

サインはコントラストを付け、誰もが
見やすいよう、設置位置と大きさを統一
した。
遠くからも見つけやすいよう、壁・ドア
全体をサインとして活用し、突き出し・
浮き出し等様々な方法を併用している。



実施年度 意見聴取：平成29年度、 検証：令和２年度
概 要 需要の多い車椅子テニス対応のテニスコートを新たに整備
参 加 者 車椅子テニスプレーヤー
実施方法 類似施設で現場確認、ヒアリング

大泉さくら運動公園

バックドアから
荷物を出し入れ
するスペースが

欲しい。

駐車場はダブルス
でも問題なく利用
できるよう、人数
分確保してほしい。

麻痺に合わせ
て、左右対称
のトイレがあ
るとよい。

などなど・・・・ 意見を参考に随所に配慮が取り
入れられるとともに、必要な時
にスタッフが駆けつけてくれる
等ソフト面の対応も図られた。

車椅子１台分入
るような少し広
めのトイレがあ
るとよい。

テニスコートの外
に出たボールをと
れるようにしてほ

しい。

荷物等を置きや
すく、移動にも
邪魔にならない
可動式の長椅子
等があるとよい。
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ③区民の意見聴取）

区民意見聴取事業の事例紹介②－１



車椅子使用者用トイレ

一般トイレ

広めブース

一般トイレの中に、男女
１つずつ2,000㎜×1,600
㎜程度の広めのブースが
設置された。車椅子使用
者用トイレと広めブース
は、できるだけ左右対称
の配置になるよう整備さ
れた。

テニスコートの外周は、フェン
ス下にネットが設置され、ボール
が出ないよう配慮された。

車椅子使用者駐車場は３台→４
台に変更され、駐車設備の縁石か
ら園路まで1,800㎜以上のスペー
スが確保され、荷物の出し入れが
安全にできるようになった。

インターホン

可動式の長椅子と審判
台が設置された。
庇や休憩設備の設置

方法等は課題が残った。

インターホンを押すと
スタッフが駆けつけてく
れ、申請書等の処理がで
きるようになっている。
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区民意見聴取事業の事例紹介②－2



【 区民意見聴取事業における課題 】

❑検証で出された問題点の庁内共有

❑施設種別ごとの問題点の集約

❑整備後の施設管理者の理解
（手すりの前に障害物が置かれている等）

❑利用者のニーズをきちんと聴く。

❑良い整備を積み上げていくこと。

❑「あと一歩！」「もう少しこうだったら…」という意見を大切にし、次の整備に

活かすこと。

【 区民意見聴取事業のポイント 】

A 改善

C 検証

D 実行

P 計画
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ③区民の意見聴取）



ユニバーサルデザインの整備事例と設計のヒント集1～3

ユニバーサルデザインのまちづくりの計画・
設計に携わる方の参考として、意見聴取事業の
取組みを事例集としてまとめたもの。

多様なニーズがあることを知ってもらう
きっかけとしても活用している。

ヒント集は委託事業者のホームページでも公開
【 みどりのまちづくりセンターホームページ】
https://nerimachi.jp/about/post_42.php

みどりのまちづくりセンタートップページ － 発行物等
－ ユニバーサルデザインに関すること から検索

整備事例の紹介

検証結果の紹介
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ③区民の意見聴取）

区民意見聴取事業に基づく普及啓発の取組み

https://nerimachi.jp/about/post_42.php
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ④既存建築物への取組み）

❑法令等施工前からある建築物についても、維持管理に努めるとともにバリアフリー

化整備に努める。

❑福祉のまちづくり推進条例で定める用途の既存建築物のバリアフリー整備を行う事
事業主等に対し、バリアフリー整備に係る経費の一部助成を実施。

（福祉のまちづくり整備助成事業）

利 用 者

ちょっと利用しにくい

居 住 者

危険な箇所がある

店 舗 ・ 診 療 所 等

もっと利用してほしい

共同住宅

安心して住み続けたい

利便性・安全性
の向上

バリアフリー化

助成制度による支援
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福祉のまちづくり整備助成事業について

練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ④既存建築物への取組み）

建築物の改修等を行う事業主等に対し、バリアフリー化を目的とした建築物の整備に要する費用の

一部を助成することにより、建築物の利用上の利便性および安全性の向上を図り、もって年齢、性

別、および障害の有無等にかかわらず様々な人々の自立と社会参加を促進すること

目的

用途および規模

診療所（内科、歯科など）

店舗 物販店（スーパー、薬局など）

飲食店（喫茶店、そば屋など）

サービス店舗（美容院、理容院など）

公衆浴場（銭湯）

共同住宅（分譲、賃貸）共同住宅部分が延床面積1000㎡以上

※平成15年3月末までに

竣工・用途変更

※多数の方が利用する建物
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ④既存建築物への取組み）

対象となる整備 助成金額

整備事例

１ トイレ ：洋式化、車いすトイレ設置

２ 階段・傾斜路 ：手すり

３ 段差解消 ：スロープ設置

４ 玄関扉 ：自動ドア化

５ 外構・階段の床：滑りにくい仕上げ

６ 簡易スロープの設置
※上記限度額かつ対象額の1/2まで。
※区独自基準は、バリアフリー法基準よりも
緩和。
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ④既存建築物への取組み）

① バリアフリー整備の相談【現地調査】
↓

② 助成申請・助成決定
↓

③ 工事契約
↓

④ 工事契約の報告
↓

⑤ 工事着手
↓

⑥ 工事完了を区へ報告【完了検査】
↓

⑦ 工事代金の支払い
↓

⑧ 助成金の請求
↓

⑨ 助成金の交付

福祉のまちづくり整備助成事業の流れ ※工事契約の前に申請が必要

※年度内に工事を完了し区に
請求することが必要

整備完了後、交付決定通知書とともに
整備ステッカーを交付



商業施設のトイレを車椅子使用者ト
イレに改修。
従来は男女トイレ１つずつあったが、

男子トイレ部分を車椅子使用者トイレ
に、女子トイレ部分を２つに分け男子
トイレと女子トイレを設けた。

診療所の外構部。
大きな段差になっているとこ

ろを、スロープと階段にし、段
の部分に手すりを設置した。
併せて、重い開き戸だった部

分を自動ドアに変更した。
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（条例の特徴 ④既存建築物への取組み）

福祉のまちづくり整備助成事業改修事例

リーフレットを
作成し、地域のお
店や診療所等に制
度の周知を行って
いる。



区民参加・区民協働につなげるための取組みを実施

バリアフリー整備を進める技術者を養成
するための技術者向け研修会や、バリアフ
リーやユニバーサルデザインについて理解
してもらうための区民向けの研修会の企画
運営。

福祉のまちづくり整備助成事業について広
く周知するためのパネル展の開催。

福祉のまちづくりにおいて、様々な取組みを通して、区民参加・区民協働の実現を…
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練馬区福祉のまちづくり推進条例について
（その他の取組み）

研修の実施 普及啓発事業の実施


